
〒870-8504　大分市荷揚町2番31号　大分市役所本庁舎9階

大分市創業経営支援課 097-537-5875

大分市の中小企業の皆様へ

オンライン

見本市への

参加も

対象です！

～展示会に出展する際の費用を補助します～

展示会を活用して

ビジネス拡大に

取り組みませんか！

補助上限額

50万円

補助率

2分の1

①広く一般に公開されているもの　②その場での販売を主目的としないもの

③大分市外かつ国内で開催されるもの

4月1日～1月31日 ※出展日の2か月前までに必ずご相談ください。

対象となる

展　示　会

申 請 期 間

展示会出展による効果

大分市 見本市 補助金 検索

多くのバイヤーや、

普段接触できない

企業に一度に会える

業界のニーズや

トレンドを

知ることができる

多くの事業者が

出展する中で、

自社の分析ができる

県外への

営業に

効果的！

新たな

ビジネス

チャンスと

出会える



大分市中小企業見本市等出展事業補助金

補助金申請の流れ

補助対象経費

事業目的

対 象 者

見本市等に出展する際にかかる費用の一部に対して補助することにより、大分市内の中小企業者が実施

する県外への販路拡大を図る取り組みを支援するものです。

大分市内に事業所を有する中小企業（個人事業主を含む）

※中小企業は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者（みなし大企業を除く）

対象となる

展   示   会

①広く一般に公開されている見本市、展示会、博覧会、オンライン見本市への参加

②その場での販売を主目的としないもの　③大分市外かつ国内で開催されるもの

※オンライン見本市とは単に商品を展示するものではなく、多くのバイヤーや関係者が参加し、商談につながる

　仕組みを有するものを指します。

補 助 対 象 経 費

● 電車、飛行機、バス、フェリー、タクシーの乗車料金

● 車両のレンタル代　● 高速道路、有料道路の利用料

● ホテル等への宿泊代

● 見本市会場で請求される光熱水費

● 見本市で使用するパンフレットやチラシの作成料

● 見本市に参加する出展料、小間料 ※オンライン見本市については、登録料、商談設定料等が対象

● 小間装飾にかかる委託費　● 小間装飾に使用する消耗品費

● 展示に必要な備品や消耗品の借上料

内　　　　容

交 通 費

宿 泊 費

商 品 運 搬 費

光 熱 水 費

印 刷 物 作 成 料

出 展 料

小 間 装 飾 費

備 品 借 上 料

事業の実施

見本市等への

参加

市担当者による

事前ヒアリング

創業経営支援課

（TEL 097-537-5875）

にお電話ください。

ヒアリングを

行います。

申請書の提出

創業経営支援課に申請書を提出し

てください。郵送・メール・持参

のいずれでも構いません。

※参加する2か月前までにご相談

　ください。

※申込期間は4月1日～

　1月31日までです。

審　査

選考委員会にて審査を

行います。

※申請者は選考委員会

　にて、事業説明を行っ

　ていただきます。

アンケート

事業終了後、事業進捗につ

いてのアンケートを実施し

ます。

補助金の交付

補助金を指定の口座に交付

します。

実施報告

事業実施後、60日以内（2月

以降に実施したものは3月

31日まで）に実績報告書を

提出してください。

● 見本市会場に展示品、資料、展示備品を送付するために必要な費用

※オンライン見本市については、主催者やバイヤーへの商品サンプル、資料送付に必要な費用が対象


